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広報かわいお知らせ版
令和２年５月１５日号 Ｎo.２７７
河合町役場【☎０７４５－５７－０２００】

高等学校等進学支度金

経済的理由により高等学校等に進学することが困難な

方に進学に要する費用の一部を給付し、等しく教育を受け

る機会を守ることを目的としています。「高等学校等」と

は、学校教育法による高等学校・高等専門学校・短期大学・

大学・専修学校および各種学校を含みます。

■対 象（次のすべてに該当する方）

１．給付申請した年の３月３１日現在、保護者が児童扶

養手当の支給（全額）を受けている

２．給付申請した年度に高等学校等に進学した

３．給付申請した年の１月1日から引き続き本町に住所

を有している

４．過去において同種の進学支度金の給付を受けていな

い

■給付額 短期大学・大学は１０万円

それ以外の高等学校等については５万円

■手続き 教育委員会事務局総務課にて、申請手続き

をしてください。

■必要書類 ①在学証明書

②児童扶養手当証書

③請求者名義の金融機関の振込先口座番

号がわかるもの

■問い合わせ 教育委員会事務局総務課【☎内線２５１】

雑誌など 購読中止のお知らせ

資料購入費の削減のため、全雑誌および新聞の一部(夕

刊など)の購読を６月から中止することになりました。ご

不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いします。

■問い合わせ 図書館【☎３２－８６０５】

まもなく配布

わたしたちのまち 河合町
暮らしの便利帳

皆さまの生活全般に役立つ行政情報と「河合愛AI」をお
かわい あ い

届けするための地域情報誌「わたしたちのまち 河合町

暮らしの便利帳」をまもなく全世帯へ配布します。詳細は

広報かわい５月号に掲載しています。

■問い合わせ 政策調整課【☎内線２１４】

マスクなど 捨て方のお願い

鼻をかんだティッシュや使用したマスクなどは、ビニー

ル袋等に入れ、口をしっかり結ぶなど密閉した上で「もや

すごみ袋」に入れて出してください。（詳細は町ホームペー

ジ参照）

ごみの収集・処理は、皆さまの生活を維持するために必

要不可欠なものです。感染リスクを減らし、ごみの収集・処

理を安全に継続して行えるよう、ご協力をお願いします。

■問い合わせ 環境衛生課【☎３２－０７０６】

後期高齢者医療

傷病手当金の支給

奈良県後期高齢者医療の加入者で新型コロナウイル

ス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金を支

給します。支給を受けるためには申請が必要です。申請

を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

■対象者 給与等の支払を受けている加入者のうち、新

型コロナウイルス感染症に感染または感染

が疑われ、療養のため労務に服することがで

きなくなり、給与等の全部または一部を受け

ることができなくなった方（詳細は奈良県後

期高齢者医療広域連合ホームページ参照）

■問い合わせ 住民福祉課【☎内線１６３】

福祉有償運送事業運転手募集

■職務内容 送迎（自宅から病院及び買い物支援）

週２日程度の勤務日数となります。

■募集人数 若干名

■採用選考 書類選考または面接

■要資格 普通第二種免許（取得後3年以上が経過し、

直近の３年間１日以上の運転免許停止処分

を受けていない者）

■提出書類 履歴書、運転免許証のコピー、運転記録証

明書（過去5年間の記録が分かるもの）

■募集締切 ６月１５日（月）１７時

■問い合わせ 社会福祉協議会（豆山の郷内）

【☎５８－２７３４】

町民大学 追加募集

◎生涯学習部 （セミナー・青少年教室）

文化芸術学部（講座）

◎健康・スポーツ学部

※本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

開講時期が未定となっています。（５月１５日現在）詳

細が決定次第、各受講者へお知らせします。開講の延期

に伴い、学習内容などが変更となる場合があります。

■締 切 ５月３１日（日）

■申し込み 生涯学習課窓口（先着順）

■問い合わせ 生涯学習課 【☎５７-２２７１】

スポーツ振興課【☎５６-４６００】

セミナー・教室・講座名 募集定員

生涯学習セミナー １３名

河合町内遺跡学セミナー ７名

歴史セミナー ８名

快適な住まい １１名

古典 １４名

古文書 ９名

学校給食レシピ １４名

大人のマナーと歳時 １４名

子どもおりがみ ９名

こども絵画 ２０名

寺子屋教室 ２５名

親と子の体験教室 １６名

日本の文化に親しむ １３名

女子力ＵＰ!短期集中講

座
１５名

新型コロナウイルスの影響により

納税が困難な方へ

徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に

相当の減少があった方は、１年間、地方税の徴収の猶予

を受けることができます。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業

の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能で

す。

■対象

以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者

（個人法人の別、規模は問いません。）が対象となり

ます。

①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以

降の任意の期間（１ヶ月以上）において、事業等に

係る収入が前年同期に比べておおむね２０％以上減

少していること

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であるこ

と

※「一時に納付し、又は、納入を行うことが困難」か

の判断については、少なくとも向こう半年間の事業

資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた

状況に配慮し適切に対応します。

■対象となる地方税

◎令和２年２月１日～令和３年１月３１日までに納期

限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税

などほぼすべての税目（証紙徴収の方法で納めるも

のを除く）が対象になります。

◎上記の納期限のうち、すでに納期限が過ぎている未

納の地方税（他の猶予を受けているものを含む）に

ついても、さかのぼってこの特例を利用することが

できます。

■申請手続き等

◎６月３０日（火）又は、納期限のいずれか遅い日ま

でに申請が必要です。

◎申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を

提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭

によりお伺いします。

■問い合わせ 税務課【☎内線１１３】

ZUMBA ゴールド １１名

健康生活 １８名

ハワイアンフラ １４名

輪投げ教室 １５名

納税のお知らせ

固定資産税（第１期）、軽自動車税（全期）の
納期限は６月１日（月）です。お忘れなく納
めてください。
■問い合わせ 税務課

【☎内線１１１・１１３・１７４】



 

【受付と振込の予定】 
・申請書の郵送開始 ５月２０日（水）から順次郵送予定 
・申請受付開始   ５月２０日（水） 
・申請期限     ８月２０日（木）役場必着 
・振込予定日    ５月２８日以降、毎週月曜日と木曜日 
【申請に必要な書類】※同封の返信封筒で郵送してください 
① 郵送で届いた申請書（この様式が世帯主あてに郵送されます） 
② 世帯主等の本人確認ができる書類の写し 

・運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などのコピー 
③ 振込先口座が確認できる書類の写し 

・口座の名義と番号が書いてある通帳のページ、キャッシュカードのコピー 

記入して 
ください 

※代理人の場合

も世帯主は記入 

銀行か 
郵便局の 

どちらかに 
記入して 
ください 

印字されています 
 

内容を確認してください 

辞退される場合のみ、上
の辞退にチェックを入れ
朱書で訂正してください 

代理人の場合のみ記入してください 

【代理人による申請・受給可能な範囲について】代理人の本人確認ができない場合、世帯主と代理人との関係が確認できない場合には、申請を受け付けることができない場合があります。 
① 世帯主の属する世帯の世帯構成者 
② 世帯主の法定代理人（成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など） 
③ 世帯主が単身世帯で寝たきりの場合や認知症の場合（民生委員、総代・自治会長、世帯主の親類、その他平素から本人の身の回りの世話をしている方で町長が特に認める場合） 
その他はお問い合わせください。 
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※このお知らせ版は申請書の記載例ですので、申請書が届くまで保管しておいてください 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送で町に送り返してください 

 


	お知らせ版0515表
	お知らせ版0515裏

